
変更概要表　R7.4.1

担当 変更概要 変更後 変更前

もくじ 資格

略語の訂正・追加

R7.12.1までは組合員証は継続、本文中にも記載箇所多いので略語からは削除しな

い

「公立学校共済組合」＝「公共済」

（追加）「公立学校共済組合資格確認書」＝「資格確認書」

（追加）「健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカー

ド」＝「マイナ保険証」

「公立学校共済組合」＝「共済組合」

総務事務システム（SSC申請） 資格 sscで閉鎖された再交付に申請にかかる記述を削除

事業・手続き等一覧

A組合員の資格について
企画 全体にわたって文言を修正 項目追加 記載なし

Ⅰ-5  掛金・負担金の率 経理 令和７年４月１日現在の率に時点修正。 （本体の表を参照） 令和６年４月１日現在の率

Ⅰ-5 後期高齢者の掛金率 経理
後期高齢者医療制度の被保険者となる組合員の毎月の給料・期末手当等に対する掛

金の率の項目を追加。
項目追加 記載なし

Ⅰｰ７
(9)3歳未満の子を養育している場合の標準報酬の特

例
年金 説明文、イメージ図内の文言の一部修正 標準報酬、標準報酬（月額）

Ⅰー11 公立学校共済組合の組織と運営 企画 公共済の組織と運営についての説明文を修正

Ⅱ-1～20 II 組合員資格の取得と喪失、関連する手続き 資格 全体にわたって組合員証の新規発行廃止にかかる文言修正（様式名の変更含む）

Ⅱ-7～18 ５　被扶養者について 資格
「５ 被扶養者の認定」と「６ 被扶養者の取消」を「５ 被扶養者について」に統合

内容の順序、記載内容を全面的に見直し

Ⅱ-20 14  75歳以上の方について 資格 「14  75歳以上の方について」を追加

Ⅲ-1 Ⅲ　短期給付について 医療
一覧に育児休業支援手当金と育児時短勤務手当金を追加

（未定稿）

両親とも14日以上の育児休業をしたとき　   育児休

業支援手当金

時短勤務をしたとき（２歳未満の子の養育）育児時

短勤務手当金

記載なし

Ⅲ-6 ア  食事療養費標準負担額 医療 食事療養費標準負担額の変更

一般　　　　　　　　　　　　 ：490円

低所得者Ⅱ（90日までの入院）：230円

低所得者Ⅱ（91日以降の入院）：180円

低所得者Ⅰ　　　　　　　　　：110円

一般　　　　　　　　　　　　 ：460円

低所得者Ⅱ（90日までの入院）：210円

低所得者Ⅱ（91日以降の入院）：160円

低所得者Ⅰ　　　　　　　　　：100円

Ⅲ-6 イ  生活療養費標準負担額 医療 生活療養費標準負担額の変更

一般　　　    ：（食事）１食につき490円

低所得者Ⅱ　：（食事）１食につき230円

低所得者Ⅰ　：（食事）１食につき140円

境界層該当者：（食事）１食につき110円

一般　　　    ：（食事）１食につき460円

低所得者Ⅱ　：（食事）１食につき210円

低所得者Ⅰ　：（食事）１食につき130円

境界層該当者：（食事）１食につき100円

Ⅲ-20 育児休業手当金の給付上限額 医療
R3.8.1～R4.7.31を削除

R6.8.1～　を追加

R4.8.1～R5.7.31

R5.8.1～R6.7.31

R6.8.1～

R3.8.1～R4.7.31

R4.8.1～R5.7.31

R5.8.1～

Ⅲ-22

育児休業手当金【延長要件①】

１ページ追加 医療
【延長要件①】に「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を

希望しているものであると認める場合に限る」との追加がされた。

（１）利用（入所）希望の保育所等が、合理的な理

由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみと

なっていないこと。

（２）市区町村に対して、入所保留扱いとなること

や育児休業を延長することを積極的に希望する旨の

意思表示を行っていないこと。

記載なし

Ⅲ-23

育児休業手当金【延長要件①】

請求手続き 医療 育児休業手当金に係る１歳時点と１歳６か月時点での請求での添付書類を追加

  ~１歳時点と１歳６か月時点での請求での追加書

類～

・「育児休業手当金 支給対象期間延長事由認定申

告書」

・市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し

１歳時点と１歳６か月時点での支給期間延長手続き

の際は、それぞれその時点で有効な保育所等の利用

申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所

等の利用申込みを行う際は、必ず申込書の写し（電

子申請で申込みを行った場合は、申込内容を印刷し

たもの 又は申込みを行った画面を印刷したもの）

をとって保管しておいてください。

記載なし

Ⅲ-23

育児休業手当金【延長要件①】

請求にあたっての注意事項 医療 延長給付対象外の事例を追加

・市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育

児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思

表示を行っている場合

・利用（入所）希望の保育所等が、合理的な理由な

く通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっ

て いる場合

記載なし

Ⅲ-26 介護休業手当金の給付上限額 医療
R3.8.1～R4.7.31を削除

R6.8.1～　を追加

R4.8.1～R5.7.31

R5.8.1～R6.7.31

R6.8.1～

R3.8.1～R4.7.31

R4.8.1～R5.7.31

R5.8.1～

IV-1 貸付事業について（表） 貸付 添付書類等の修正 （本体の表を参照） 省略

IV-2 必要書類等 貸付

組合員等番号が分かる本人資格確認書類等

（組合員証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マ

イナポータルで出力した「医療保険の資格情報」の

いずれか一つ）

組合員証（保険証）

IV-４ （イ） 全額繰上償還 貸付

「全額繰上償還申出書」を全額繰上償還希望月の前

月25日までに提出してください。償還希望月の前

月末から償還希望月の月初めに振込書を送付します

ので、銀行等から振込んでください。

「全額繰上償還申出書（送付用）」に「組合員証

（写）」と返送用切手（特定記録郵便料金）を添え

て、全額繰上償還希望月の前月25日までに提出し

てください。償還希望月の前月末から償還希望月の

月初めに振込書を送付します。

IV-５
（ア）団体信用生命保険（だんしん）（イ）債務返

済支援保険
貸付 保険料の変更

・団体信用生命保険（だんしん）

貸付金額 10 万円につき月額 20 円

・債務返済支援保険

毎月の返済額とボーナス返済額の年間合計額を 12

で除した返済金相当額 １万円あたり月額 107 円

・団体信用生命保険（だんしん）

貸付金額 10 万円につき月額 16 円

・債務返済支援保険

毎月の返済額とボーナス返済額の年間合計額を 12

で除した返済金相当額 １万円あたり月額 97 円

Ⅵ-６ (５)任意継続組合員の掛金額について 経理 介護掛金率を令和７年４月１日現在の掛金率に時点修正。 介護掛金率：16.08 介護掛金率：15.92

Ⅵ-６ 掛金の払込みについて 経理 掛金の払込方法についての説明文、表を全面修正。 （本体の表を参照） 省略

Ⅴ-1 (1)特定健康診査 福祉 死亡原因の割合変更 死亡原因の約５割を占める… 死亡原因の約６割を占める…

Ⅴ-2

LINE相談

（メンタルヘルス相談）

[本部事業]

福祉 相談日に水曜日を追加 毎週土・日・月・水　18時～22時（祝日・年末年始も含む）利用時間・回
数：１日１回30～60分程度

毎週土・日・月　18時～22時（祝日・年末年始も含む）利用時間・回数：
1日1回30～60分程度

Ⅴ-5 宿泊及び会食利用券の発券・利用について 福祉 保険証→本人資格確認書類に変更
２. 本人資格確認書類を他人に貸す等、組合員証等

を不正に利用した場合

変更箇所



Ⅵ-1～4
1  退職（資格喪失）に伴う手続き

（１）健康保険の手続き
資格 組合員証の新規発行廃止にかかる文言修正

Ⅵ-10 宿泊施設特別利用者証について 福祉

利用方法の一部を追記

資格確認方法の変更に伴い、保険証→本人資格確認書類に変更

HPやサイトのQRコードの追加

退職後、公共済直営の宿泊施設･保養所を利用され

る場合に、宿泊施設へお電話、または、公立共済や

すらぎの宿の「宿泊予約（組合員の方）」ページか

ら宿泊施設を事前にご予約していただいたうえで、

当日、宿泊施設に「宿泊施設特別利用者証」をご提

示いただくとで、一般料金と比較して若干有利な組

合員料金で利用できます。

なお、「宿泊施設特別利用者証」以外に下記１から

５のうちいずれか一つを当日宿泊施設にご提示いた

だいた場合でも、組合員料金での宿泊利用が可能で

す。

1.マイナポータルの資格情報画面(保存日時の日付

が１ヵ月以内の「医療保険の資格情報」PDF画面も

可)　2.資格確認書　3.組合員証もしくは被扶養者証

（令和７年12月１日までの利用に限る）　4.資格情

報のお知らせ　5.※公立共済メンバーズカード　6.

年金証書の写し

Ⅵ-8 ２　任意貴族組合員について 資格 組合員証の新規発行廃止にかかる文言修正

Ⅵ-10 （７）福祉事業について 福祉 任意継続組合員証廃止に伴う文言変更

任意継続組合員が利用できる福祉事業は現職の組合

員と異なります。下表をご参照ください。

詳細は任意継続組合員加入後に配付する「任意継続

組合員用厚生事業のしおり」でご確認ください。

任意継続組合員が利用できる福祉事業は現職の組合

員と異なります。下表をご参照ください。

詳細は任意継続組合員証交付時に配付する「任意継

続組合員用	厚生事業のしおり」をご確認ください。

Ⅵｰ６ 【履歴書の作成】 年金
【履歴書の作成】の説明文、

図Bの任命権者の修正

履歴書が必要（前頁参照）な職員が

任命権者〈各市町村教委〉

正規職員が一般組合員の

任命権者〈大阪府教育庁〉

Ⅶｰ１

～Ⅶｰ

20

Ⅶ長期給付事業について 年金 全体にわたって、公務員の年金制度等について説明文、文言、表・図の修正変更

Ⅶｰ２
１年金制度の概要

長期給付の種類
年金 【長期給付の種類】の表のⅦｰ１からⅦｰ２へ移動。

Ⅶｰ２ (１）老齢厚生年金の基本構成図 年金 令和７年度からの金額に修正 令和7年4月現在 令和６年4月現在

Ⅶｰ３

～Ⅶｰ

４

２老齢厚生年金等

（２）老齢厚生年金
年金

（２）イ何歳から受給できるか【支給開始年齢】がⅦｰ３へ移動、年金の支給開始

年齢についての説明文、表の修正

ウ年金額の算出方法　表（ア）特別支給の老齢厚生年金の文言「加給年金」を削除

※「地共済年金 Web サイト」　はサービス終了のため削除

Ⅶｰ4

ウ 年金額の算出方法

（イ）（本来支給の）老齢厚生年金

③経過的加算額

年金 令和７年度からの金額に修正 令和7年4月現在 令和６年4月現在

Ⅶ－５

～Ⅶｰ

８

年金
説明文内の 「共済の定める」を「国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行

令別表第１に定める」に修正

Ⅶｰ５
エ　加給年金について

（ウ）加給年金額
年金 令和７年度からの金額に修正 令和7年4月現在 令和６年4月現在

Ⅶｰ10

３障害厚生年金等

（１）障害厚生年金

ク　障害基礎年金

年金 令和７年度からの金額に修正 令和7年4月現在 令和６年4月現在

Ⅶｰ12

４遺族厚生年金

（１）遺族厚生年金

エ　子のない中高齢の妻に対する加算

カ　遺族基礎年金

年金 令和７年度からの金額に修正 令和7年4月現在 令和６年4月現在


